
杭工事に対する不正防止策を求める意見書  
 
平成２７年１０月、横浜市の分譲マンションで施工不良による傾きが

見つかり、施工時の杭うち工事の記録データを建設業者が不正に流用し

ていた問題が明らかになった。平成２７年１１月１３日現在、当該業者

による工事では、全国で２６６件のデータの流用や改ざんが判明してお

り、同業他社の工事でも１８件の流用が明らかになっている。これによ

り、既存の建物の安全性に対する懸念が住民間に広がり、社会問題とな

っている。  
本区でも同日現在、過去１０年間に当該業者の施工した区立施設が７

件あり、それらについて、現況・支持層の分布・施工状況の緊急調査を

区が実施した。その結果、工事写真や納品書などの施工記録からは、杭

は全て支持層に到達しており施工不良はないことを確認したが、７施設

の内、２施設の学校においては、杭の掘削データの不正流用が判明した。  
５０万人区民の約８割が集合住宅に住む本区にとって、目に見えない

ところで安心を破壊する不正が行われていることは決して看過できない。 
よって、本区議会は、国会及び政府に対し、中立・公正な第三者によ

る検査体制の確立など、法改正も含めた杭工事に対する不正の再発防止

を講ずるよう強く求める。  
以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。  
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